


Ⅰ　集落営農に対する基本方針（自由に記載）

　【集落農業の現状と課題及び課題を解決するための対応方針】

１　担い手の明確化及び水田利用集積目標

２　水田作付計画、生産調整の方針・具体策

３　農業用機械施設の効率利用

４　世代交代、組織の後継者育成に関する方針

５　経営多角化の方針・具体策【経営多角化支援メニューを実施する組織においては必ず記入】

Ⅱ　農業用機械施設の整備方針

１　機械施設の整備方針

サイバーハロー ３００ｃｍ

　水稲作付け計画、転作計画及び岩井地区営農活性化協議会の方針により、基本的には
ブロックローテーションによる水稲及び生産調整を実施する。

　白地集落では水田面積３５haの内、基盤整備された３２haで水稲を作付けしている。現在
は１２名で白地機械組合を構成し、１名の認定農業者とで約２３haを耕作している。
　また、集落には１号法人を有している。平成２８年以降は、１名の認定農業者も構成員に加
え、２号法人に変更して集落の農地を集積することとする。

　現在２名のオペレーターで耕作しているが、構成員の中でオペレーターを育成することで
多様な年代層を確保し、技術継承や後継者育成に努める。また、若手の育成は困難な状況
であるが、土日等の休日には協力体制を作る。

機械施設名 規格能力

　申請時点の機械の所有状況は、個人所有のトラクター２台、田植機１台及びコンバイン１台
である。トラクターについては、平成２５年に１台（２０ｐｓ）、平成２６年に１台（２０ｐｓ）を故障等
により廃棄処分したため、今後の耕うん作業に支障をきたすことになっている。
　このため、組織で３４ｐｓ１台を共同購入により体制を整備し、隣接団地内にある担い手のい
ない田についても積極的に作業受託をすることで効率的な利用を図りたい。

導入予定
年月

本事業による
導入機械に○

金額（円）

4,428,000３４ＰＳ Ｈ２７．３トラクター 1 ○

台数等

1 928,800 Ｈ２７．３ ○


